
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  父の死亡後に支出した医療費 

Ｑ：私の父は、先月入院先の病院で死亡し

ました。相続人は私一人で、未払いであった

父の医療費は死亡後に私が支払いました。こ

の場合、私が支払った医療費は税務上どのよ

うに取り扱われるでしょうか？ 

 

Ａ：所得税の医療費控除、相続税の債務控

除の対象になります。 

【解説】 

 所得税では、生計を一にする親族の医療費

を支払った場合において、支払った医療費の

金額から保険金等で補てんされる部分の金額

を控除した残額が10万円（総所得金額、退職

所得金額、山林所得金額の合計額が 200万円

未満の場合は、その合計額の５％相当額）を

超えるときは、その超える部分の金額（最高 

200万円 ）が医療費控除の対象となります。 

したがって、あなたとお父さんが生計を一に

していたのであれば、支払った医療費はあな

たの確定申告において医療費控除の対象とす

ることができます。なお、この場合「生計を

一にする」かどうかの判定は、医療費を支出

すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支

払った時の現況において生計を一にしていた

かどうかにより判定します。 

 また、相続税では、被相続人の債務で相続

開始の際現に存するもので確実なものは、相

続財産から債務控除として控除することがで

きるとされています。したがって、被相続人

が死亡時において未払いであった医療費の金

額は、相続税の債務控除の対象となります。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００４年）平成１６年  木曜日  月８  １ 日  ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ ６ ０ １  

 

号 


